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○かすみがうら市議会議員の政治倫理条例施行規則 

令和５年３月31日議会規則第１号 

かすみがうら市議会議員の政治倫理条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、かすみがうら市議会議員の政治倫理条例（令和５年かすみがうら市条例第３

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（辞退届） 

第２条 条例第４条第３項に規定する辞退届は、様式第１号によるものとする。 

（市民の調査請求権） 

第３条 条例第７条第１項の規定による調査請求は、調査請求書（様式第２号）に調査請求署名簿

（様式第３号）を添付して行うものとする。 

２ 前項の請求は、議員の任期中に行わなければならない。 

（審査会の調査） 

第４条 条例第９条第１項に規定する調査結果報告書は、様式第４号によるものとする。 

２ 条例第９条第２項に規定する議長の回答は、様式第５号によるものとする。 

（説明会の開催） 

第５条 条例第11条第３項に規定する説明会の開催請求は、様式第６号に説明会開催請求署名簿（様

式第７号）を添付して行うものとする。 

２ 議長は、説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催の７日前まで

に告示するとともに、広報に努めなければならない。 

３ 議員は、説明会に際し、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。 

４ 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議長にその前日までに弁明書

を提出するものとする。 

５ 議長は、前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。 

（職員の責務） 

第６条 職員は、全体の奉仕者として条例第３条第１項第４号から第８号までに規定する事項につ

いて依頼を受けないものとし、依頼があったときは、上司に報告しなければならない。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 

 


